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（仮称）地域公共交通再編実施計画のうちバス路線の再編案について 
１．地域公共交通の再編検討フローについて 

地域公共交通の再編検討については、事務局での検討と合わせ、協議会での意見、地区意見交換会での

住民からの意見を反映しながら、検討を進めていきます。 

今回は以下の流れの中で、前回協議の方針案、地区意見交換会の意見を踏まえたバス路線の再編案に

ついて主に検討を行います。 

地域公共交通の再編検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．バス路線の再編案検討の基本的な考え⽅ 
○主な利用目的別の時間帯の設定 

   通学通勤利用の時間帯：バスの起点出発時刻が 8：30 以前及び 15：30 以降 

＜理由＞朝は、小・中・高校への登校、市内企業等への出勤（日勤）を考慮し、 

夕方は、小学校低学年の下校時間以降を考慮した。 

   生活利用の時間帯：バスの起点出発時刻が 8：30～15：30 の間 

     ＜理由＞通学通勤時間帯を除く時間帯とした。 
 

○主な利用目的別の運行系統（経路）の設定方針 

  通学通勤利用：・鉄道利用を優先的に促し、駅までまたは駅間を路線バスで補完し、 

小・中・高校等の付近までつなぐ。 

   生活利用：・３地域内それぞれの移動を基本としたコンパクトな運行系統に再編し、 

         現行の運行系統（経路）を「起点の集落から乗換拠点まで」に短縮する。 

        ・地域間移動等は、乗換拠点での乗換によりつなぐ。 

        ※ただし、青海地域は、衣料品や日用品等の買い物が地域内では困難であり、 

市街地に近いことから、青海地域乗換拠点を現段階では考慮せずバス路線の

再編案を検討した。 

           また、中能生地区公民館（能生国保診療所前）での乗換については、コミュ

ニティバスの再編案検討に合わせて地元等との協議が必要なことから、現段

階では考慮せずバス路線の再編案を検討した。 
 

 ○運行系統の集約 
  ・１路線または近接エリア内に複数の運行系統がある場合は、経路のわかりづらさや運行

頻度の低さの解消やコンパクトな運行系統への再編と合わせて、集約を行う。 
 

 ○運行車両の小型化 
  ・乗車人数が比較的少ない路線（通過人員の最大値が 15 人未満）については、運行車

両の小型化を行う。 

※15 人未満とは、運行事業者が導入を検討している小型車両の定員から設定した。 

・優先度は、小型車両での運行が可能な便数の割合が高い路線からとする。 

※最優先は、終日、小型車両での運行が可能な路線とする。 
  

 ○運行便数の設定 
  ・乗車人数が少ない路線については、子どもの通学と高齢者等の通院・買い物の最低限

の用途を考慮したうえで運行便数の削減を検討し設定するが、次回の提案とする。 
  

 ○地区意見交換会での意見の反映 
  ・利用促進を前提とした地区意見については、反映に努めた。 

再編シミュレーション 
（市負担額軽減の試算） 

各路線ごとの再編案検討 

（地区ごとの再編ルート等検討） 

再編実施計画（案）の作成 

第２回協議会 

○平成 28 年度乗降量の集計分析 
○再編シミュレーション 
○再編の方向性の確認 地区意見交換会 

（２巡目） 
第３回協議会 

○コミュニティバス等の再編案 
○再編実施スケジュール案 

○バス路線の再編案 
○バス路線再編に関係する以下の見直し案 

・コミュニティバス等の見直し方向性案 
・公共的交通についての検討 
・鉄道網との連携検討 

第４回協議会 

地区意見交換会 
（１巡目） 

地区意見交換会

（３巡目） 

地区自治会等役員への事前説明・相談 

・現状と課題説明 
・市方針説明 
・意見の発散と気付き 

・地区内を運行する路線の

変更案について合意形成 

・前回の振り返り 
・地区提案 
・地区内を運行する路線の

再編検討の方向性の合

意形成 

資料１ 

※ 再編実施計画の対象とする公共交通 
本計画検討において対象とするのは、広域的な交通を担う鉄道、高速バス、都市間バス以外の糸魚

川市内のバスネットワークである路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー、公共的交通とします。

 

…再編実施計画（方針案）協議 

…再編実施計画（バス路線の再編案）協議 

市に提出 
糸魚川市が再編実施計画を策定 
   

※下線部：前回資料からの変更・追記箇所

再編着手 …平成 30 年 10 月改正から 
  ただし、関係者調整及び道路運送法上の手続きが早く整う場合は、

これに限らず平成 30 年春改正とする。 

…再編実施計画（全体）協議 














































